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第１ 基本的事項 

 １ 計画策定の趣旨 

(1) 背景 

公益社団法人ふくしま緑の森づくり公社（以下「公社」という。）の前身

である社団法人福島県林業公社（以下「林業公社」という。）は、戦後の経

済成長に伴い木材需要が急激に増大し、人工林面積の計画的拡大が急務とな

った高度経済成長期に、造林を推進する県の補完機関として、福島県、市町

村、林業関係団体の出資により昭和４２年４月１日に設立され、これまで、

県内一円において１５，４００ｈａに及ぶ造林を実施し、適切な森林整備を

通じて、県土の保全と農山村の振興及び住民の福祉の向上に大きく寄与して

まいりました。 

しかしながら、バブル崩壊の時代を迎え林業を取り巻く環境は、木材価格

の低迷や林業経営費の増大などにより年々厳しさを増し、林業公社において

も継続的に適正な森林整備を実行して行くことが危ぶまれる状況に至りま

した。 

このため、林業公社は、平成１１年５月に拡大造林目標面積の縮小を柱と

する「第１次改善計画」を策定し、引き続き、平成１３年５月に拡大造林の

収束を柱とする「第２次改善計画」を策定しました。 

さらに、平成１８年５月には森林の多面的機能の発揮に配慮した施業体系

（長伐期施業、針広混交林施業）への転換や更なる経営改善への取組を推進

するため「【改訂】第２次改善計画（実施年度：平成１１～２５年度）」を策

定するとともに、平成１９年５月には年度ごとの具体的な数値目標を示した

「【改訂】第２次改善計画分期計画（計画年度：平成１５～２１年度）」を、

平成２２年５月には「同後期分期計画（計画年度：平成２２年度～２５年度）」

を策定し、経営改革に積極的に取り組みました。 

平成２６年４月、公益法人制度改革に伴い、林業公社は公益社団法人に移

行し、あわせて名称を「ふくしま緑の森づくり公社」に変更しました。 

平成２６年５月には、森林の有する多面的機能の発揮のため、健全な森林

資源の維持造成が推進されるよう、今後の公社の中期的な施策の基本的方向

を明らかにし、当面５年間の具体的な目標を設定する「第１次緑の森づくり

新生プラン（計画年度：平成２６年度～３０年度）」を策定し、効率的な森

林整備や木材の生産、販売対策など公社の経営改革に積極的に取り組み、令

和元年５月には、第１次プランを継承する形で「第２次緑の森づくり新生プ

ラン」を策定し、重点的な取組事項を中心に経営の安定化に向け着実な実施

に努めてまいりました。今般、計画の最終年度を迎えていることから、引き

続き、経営改善を推進するため、次期改善計画を策定するものであります。 
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(2) 計画の目的 

今回の計画は、令和元年５月に策定した「第２次緑の森づくり新生プラン」

の基本的な考え方を継承し、これまでの契約変更の取り組みの中で契約者と

約束し、パンフレット等においても公表しているとおり、長伐期・非皆伐施

業による針広混交林化の実現に向けた具体的な施業を確実に履行していく

必要があります。 

契約者との約束に基づく針広混交林化に向けた具体的な施業として、６０

年生時の間伐等の施業が不可欠ですが、本計画期間の後半には、その６０年

生時の間伐実施時期が初めて到来するという新たな段階に入ります。したが

って、これまで実施している保育間伐や４５年生時までの間伐に加え、針広

混交林化に向け必要不可欠な施業の事業量が急激に増大していくことを踏

まえつつ、森林法施行規則の改正に伴う皆伐後の再造林の義務化、二酸化炭

素吸収源としての森林の役割への期待の高まりなど、当該プラン策定後の状

況の変化等も加味し、収益の確保を図りながら最終債務の圧縮に向け必要な

見直しを行うものであります。 

具体的には、森林の有する多面的機能が持続的に発揮され、健全な森林資

源の維持管理が推進されるよう、本計画の期間における５年間の具体的な目

標を設定し、より一層経営改革に取り組むことを目的としたものであります。 

 

 ２ 公社の現況 

(1) 公社造林事業の現況（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

ア 面積 

 公社の分収造林事業地の造林地現有面積は 14,952.73haで、県内の民有

人工林面積の約７％を占めております。 

イ 樹種別･齢級別構成等 

 公社造林地の樹種別面積はスギが 10,631.69ha（71％）、アカマツが

2,986.42ha（20％）、カラマツが 699.83ha（5％）、ヒノキが 631.95ha（4％）

等となっています。また、齢級別では、18％が林齢 35年生以下の森林で、

林齢 45年生を超える森林が 48％となっています。なお、造林地の約 68％

は、会津地方に存在しております。 

ウ 路網の整備状況 

 公社の路網整備延長は、409kmで、路網密度は 27.34m/haとなっており

ます。 

エ 分収造林契約の状況 

 公社の分収造林契約の契約件数は 2,960件で、所有形態別では個人 74％、

共有地 13％、財産区 5％、市町村 2％、法人その他 6％となっております。   

一方、面積ベースでは共有地 35％、個人 25％、財産区 21％、市町村 7％、

法人その他 12％となっております。 
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※  公社は、分収造林事業のほか生育途上の森林について土地所有者と契約

を結び保育・分収を行う分収育林事業を 50.12ｈａ実施しております。 

 

(2) 財務状況 

公社は、公社造林地において森林整備事業を実施しており、令和４年度の

森林整備事業実績は約 3億 2千万円となっております。また、公社運営の財

源は造林補助金及び公庫償還補助金並びに日本政策金融公庫及び福島県か

らの借入金に依存しており、長期債務残高は令和４年度末で約 487億 7千万

円となっております。近年は、間伐材収入も確保されてきており、令和２年

度以降は 6,000万円を超える実績も計上しております。 

 

 ３ 公益的機能の発揮に向けた森林施業の方針 

(1) 森林の多面的機能の高度な発揮 

公社は、分収林特別措置法に基づき土地所有者との間で分収造林契約を結

び、期間８０年～９０年間の契約への契約変更を進めております。 

水源かん養機能や土砂流出防止機能を高度に発揮させるため、間伐を繰り

返し行うことにより上層木の健全な成長を確保しつつ、多様な下層植生の発

達を図り、林内照度の管理によって天然力を活用した針広混交林化施業を行

ってまいります。 

主伐は、変更後の契約に基づき、スギ及びその他の樹種８０年、ヒノキ９

０年とし、針広混交林のうち植栽木のみを伐採することで、残存する下層木

により公益的機能の急激な低下を回避します。 

 

(2) 目標とする森林の姿とそれに向けた森林の施業及び保護 

現在、公社が進めている針広混交林化施業は、植栽木を上層木とし、下層

木は天然更新等による多様な広葉樹による多段林の造成を目標としていま

す。 

この目標を達成するため、長伐期の中で密度管理を実施することとし、除

伐は１３年生、１８年生、間伐は３０年生、４５年生、６０年生を目安に実

施します。４５年生の間伐以降は、天然更新による稚樹の生長を確保するた

め、林内照度３０％程度が確保されるよう上層木の密度管理を行います。 

なお、新植時に設置した保護樹帯については、天然更新における優良な母

樹となることから、必要な保護に努めます。 

 

 ４ 緑の森づくり新生プランの成果 

公社は、「第２次緑の森づくり新生プラン」に基づき、森林が有する公益的機

能の発揮に配慮した森林整備を実施するとともに、森林整備に係る重点的な取

組など５つの柱からなる改善策により、経営改革を積極的に推進してまいりま

したが、その成果の概要は次のとおりです。 
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※【効果】は、各取組のうち数値化できる項目について、計画期間の目標と

は別に、H22～H24平均実績を現況値として試算した額。 

 

(1) 森林の整備に係る重点的な取組【経費縮減効果 約２１．９億円の減】 

森林の適正な管理と公益的機能の持続的発揮のために必要な事業量を確

保しつつ施業の重点化を図り、目標よりも更に２７．４％削減できました。 

経費縮減（R元～R4における進捗状況） 

【目標：2,370ha・実績：1,720ha ⇒ 72.6％】 

 

また、原子力発電所事故の影響を受けた県内森林の再生に向けてふくしま

森林再生事業に積極的に取り組み、令和４年度末までに７市町村で２９０ha

以上の森林整備を実施しました。 

作業路等の路網整備については、間伐材の搬出量増加に向け積極的に取り

組み、公社整備分のみでも７９．７％と概ね目標を達成しているが、市町村

実施分を含めた場合は１０２．１％と目標を上回る実績となりました。 

路網整備（R元～R4における進捗状況） 

【目標：100,000ｍ 

実績：公社 79,672ｍ ⇒79.7％ 

公社 79,672ｍ＋市町村 22,413ｍ＝102,085ｍ ⇒ 102.1％】 

 

不成績林等については、現地調査等により詳細を把握し、契約者との協議

が整った契約地について解除を行い効果的な管理に努めました。 

 

(2) 木材の生産と収入確保に係る重点的な取組 

 【木材販売収入 約２．４億円の増】 

木材生産コストを低減させるための路網を整備したほか、「木材市場での

販売委託」など多様な流通ルートの確保や燃料材の単価契約による販売など

未利用間伐材の搬出に取り組み、計画を上回って木材販売による収入を確保

しました。 

木材販売収入（R元～R4における進捗状況） 

【目標：130,000千円・実績：246,628千円 ⇒ 189.7％】 

 

(3) 財務状況の改善に係る重点的な取組【経費縮減効果 約１．８億円の減】 

ア 組織の見直し 

 組織の見直しと職員の適正配置については、令和３年度末の専門業務支

援職員３名の退職に伴う職員の新規採用を１名とし、人件費を抑制しつつ、

効率的な業務執行を行う体制としました。 

 また、県派遣役職員を維持するとともに、県林業職ＯＢを常勤職員とし
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て配置することにより、実務経験者を活用して円滑な公社業務の遂行を図

りました。 

 

イ 管理費等運営経費の縮減 

 県からの役職員の派遣を始め、管理経費関連の契約の見直し、日常的な

経費削減等により、管理経費の縮減を図りました。 

管理経費（R元～R4における進捗状況） 

【目標：26,271千円・実績：22,284千円 ⇒ 84.8％】 

 

 不成績林等に係る分収造林契約の解除に伴う日本政策金融公庫借入金

の繰上償還を行い、利子負担の軽減を図りました。 

繰上償還（R元～R4における進捗状況） 

【目標：70,000千円・実績：28,822千円 ⇒ 41.2％】 

 

   ウ 自己財源の確保 

       森林整備による二酸化炭素吸収量を販売する「Ｊ-クレジット制度」に

ついて、情報収集を行うとともに、他県公社の取組なども踏まえ、実施に

向けた要件の分析などに取り組んできました。 

 

エ 効果的な補助事業等の積極的な導入 

 造林補助事業やふくしま森林再生事業などの補助事業を最大限活用し

て借入金を圧縮したほか、補助残の資金を賄う日本政策金融公庫借入金の

無利子資金（森林整備活性化資金）を積極的に活用しました。 

 

(4) 土地所有者の協力による分収割合の見直し 

                【分収割合契約変更率７０．０%(R5.3末)】 

分収割合の見直しについては、専任の担当者を配置し継続的に取り組みま

した。 

市町村有以外の公社分収林について、令和２年２月末時点で契約件数の２

／３を超える変更契約を締結したことなどを踏まえ、令和２年３月６日付け

で効力発効通知を行いました。 

また、間伐等の森林施業や分収金の交付等の機会に土地所有者への森林施

業の状況や経営改善の取組の説明を行うことなどにより信頼関係を深めな

がら交渉を進め、第２次プランにおける分収割合変更の目標７５％（R5 年

度末現在）に対する、令和４年度末現在の達成率は９３．２％となりました。 

分収割合変更契約 

【契約総件数（R4末）：2,960件・実績（R4末）：2,072件 ⇒ 70.0％】 

【目標（R5末）：2,223件・実績（R4末）：2,072件 ⇒ 93.2％】 
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(5) 国、県等の協力、支援による安定的経営の確保 

国からの支援としては、分収林の契約適正化を進める事業費の支援等を受

けておりますが、抜本的な経営改革が必要なため、全国森林整備協会を通じ

て毎年、公社経営安定化に向けて造林補助金の予算確保、森林整備法人へ財

政支援を行う地方公共団体への交付税措置の拡充等の要望を行いました。 

また、県からは、継続して、役職員派遣及び公庫元利償還金に係る県貸付

金の一部補助金化による支援を受けており、経営の安定化に大きな効果を上

げております。 

 

 ５ 計画期間 

「第２次緑の森づくり新生プラン」が、東日本大震災・原子力事故からの復

興の進展や、新たな森林管理システムへの対応など、公社事業をとりまく環境

の変化などを勘案し策定されており、現状を踏まえ、引き続き同様の課題に取

り組む必要があることから、現行プランと同様に５年間（令和６年度～令和１

０年度）とする。 

 

 ６ 進行管理 

計画の進行管理をふくしま緑の森づくり公社経営改善管理委員会において

行い、計画の着実な実行を図ってまいります。 

 

第２ 経営の課題と目標（基本的方向） 

 第２次緑の森づくり新生プランの成果や当該プラン策定後の状況変化等を踏

まえた、第３次プランの経営の課題と目標（基本的方向）は次のとおりです。 

 １ 森林の公益的機能の持続的発揮 

(1) 公益的機能の持続的発揮に配慮した効率的な森林整備 

【課題】 

県内の森林整備面積は震災前の半分程度の回復状況であり、公社は造林を

推進する県の補完機関として設立された経緯や、公社の分収造林契約地は県

内民有林の７％を占めていることから、県内の森林整備や森林再生における

先導的役割をより一層果たしていくことが求められております。 

※  公社は、分収造林事業等の実施により森林の持つ公益的機能が持続的に発

揮され、また事業を通じて雇用の場の創設や木材の供給により地域社会の健

全な発展が図られるとして、平成２６年度に公益社団法人への移行が認可さ

れております。 

       公社が管理している造林地は、約１万５千ヘクタールに及び、その森林が

有する表面浸食防止機能などの公益的機能は年間約４２０億円（平成２９年

度）と評価されております。 

一方で、労務単価の上昇や搬出間伐の増加に伴い、事業費が上昇していく

中で、事業の効率化を図りながら必要事業量を確保していく必要があります。 
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【目標（基本的方向）】 

引き続き、森林経営計画に基づき、健全な公社経営の視点から森林整備の

実施について重点化を図るとともに、県の森林整備や森林再生に向けた取組

を率先して実施するなど、関係機関、団体等と連携しながら、森林の公益的

機能を持続的に発揮させていくための事業を行ってまいります。 

   なお、今後、主伐期や針広混交林化に向けた６０年生時の間伐期が到来す

る契約地が増加することを見据え、事業量平準化のための間伐の一部前倒し

や契約地毎の林況に応じた施業実施の優先順位付けなど、計画的、効率的な

施業の実施について検討を加えながら、着実に必要な施業を実施してまいり

ます。  

 

(2) 造林木生育状況の的確な把握及び対応 

【課題】 

公社造林地は、その設立の経過から概して奥地にあり、また、気候、地形

や土壌などにより造林木の生育状況も多様であることから、造林木の育成状

況を的確に把握した上で、適切に管理を進めていく必要があります。 

【目標（基本的方向）】 

長伐期・非皆伐施業の具現化に向け、ICT技術を積極的に活用して省力化

を図りながら、不成績林等の基準に基づく林況や立地条件の調査を行い、造

林木の生育状況に応じた適切な管理を進めてまいります。 

 

 ２ 木材の生産、販売対策 

(1) 木材生産コスト低減のための路網整備 

【課題】 

木材価格の低迷が長く続く中、木材生産の収益性を高めるには、生産コス

トの抑制が必要不可欠です。 

公社造林地では、造林事業を実施する中で作業道を整備しその維持管理に

努めていますが、その密度は効率的な生産を可能にするほど十分ではなく、

更なる路網整備を進めていく必要があります。 

【目標（基本的方向）】 

低コストで効率的・安定的な木材生産を可能にするため、県の協力を得な

がら、公社造林地と隣接する民有林との連携・調整を踏まえた路網整備を積

極的に行うとともに、公社単独では整備できない林業専用道など公社造林地

を含む広域利用区域の路網の整備については、県や市町村と綿密に調整する

などにより、計画的な路網整備に努めてまいります。 
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(2) 需要動向に対応するための体制整備 

【課題】 

長期にわたる森林管理においては、間伐による中間収入の確保や資源の有

効活用を進めることが課題となっています。造林木が生長し間伐材の搬出利

用が進む中、今後主伐期を迎える契約地が増加してくることを踏まえ、効果

的な販売方法を戦略的に行っていくことがより重要になってきております。 

【目標（基本的方向）】 

木材需要情報の積極的な収集や ICT 活用による資源情報の精度向上を図

るとともに、林業関係団体と連携しながら、今後、収穫の時期を迎える公社

造林地から産出する材を計画的に供給してまいります。 

さらに、間伐による中間収入を確保するため、引き続き国及び県の補助事

業等を最大限活用しながら、間伐材を積極的に搬出し、様々な手法による販

売を行うとともに、更なる販路の開拓に努めてまいります。 

 

 ３ 公社運営の改善（コスト削減） 

【課題】 

今後、長期間にわたり分収林事業を継続し、そのことを通して森林の公益

的機能を発揮していく上で、公社の運営と事業に要する必要経費が発生しま

す。 

このため、これまでも国や県の支援施策を積極的に活用するとともに、管

理経費の縮減、施業基準の見直しなど必要事業量を精査し借入金抑制に努め

てきたところです。 

しかしながら、公社の分収林は育成途中であり、今後も保育管理が必要で

あるため、本格的な売払収入を得るまでには相当の期間を要することから、

事業に必要な借入を行っていく必要があります。 

公社が長期にわたり公社経営を行っていくためには、借入残高の縮減、新

たな借入金の抑制、利子負担の軽減、長期借入金の返済などが課題となって

います。 

 

(1) 公社自らの改善（経営安定化の方策） 

【目標（基本的方向）】 

今後とも、役職員一丸となって、以下の視点に沿って、公社の経営改善を

図ってまいります。 

ア 財務状況の改善 

 経営改善の大きな柱である分収割合の見直しについて、県及び社員市町

村の協力のもと土地所有者に対し粘り強く協力を要請し、分収造林変更契

約の締結を推進します。 

 また、必要事業量等を再検討するとともに、国庫補助事業等の活用など

により、財源の確保、コスト削減に努めてまいります。 
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イ 組織体制の整備 

 将来の事業量増加に伴う職員の不足が懸念される中、公社造林地を適正

に管理し、収益向上に繋がる施業を計画的に展開していくため、必要最小

限の人員体制を確保しつつ、管理経費等運営経費を縮減し、効率的な業務

運営に努めてまいります。 

 また、職員については、事業の効率的かつ円滑な実施に向けて研修への

積極的な参画等により資質の向上を図ってまいります。 

ウ 財務運営の改善等 

 補助事業、利子負担の軽減等のための公的支援策を最大限に活用した事

業を計画し、借入金の抑制を図ってまいります。 

    また、金融機関から短期借入を行っているつなぎ資金について、経営改

善積立資産を活用することにより、支払利息の縮減に取り組んでまいりま

す。 

(2) 関係者への協力、支援要請等  

【目標（基本的方向）】 

公社の経営の改善は、公社自らの改善策だけで行えるものではなく、土地

所有者の協力、さらには、国、県の支援を得なければ、実効性のある経営改

善を行うことはできません。このため、引き続き関係者への協力、支援を要

請してまいります。 

 

第３ 第３次新生プランにおける重点取組事項 

    第２の経営の課題と目標（基本的方向）を踏まえ、本計画の期間内の５年間

において重点的に取り組む事項を次のとおりとします。 

※【効果】は、各取組のうち数値化できる項目について、計画期間の目標と

は別に、H22～H24平均実績を現況値として試算した額。 

 

 １ 森林の整備に係る重点的な取組【経費縮減効果 約２３．４億円の減】 

 (1) 効率的な森林整備 

森林の適正な管理により公益的機能の持続的発揮を確保しながら、森林経

営計画に基づき施業の重点化を図り、効率的な森林整備を進めます。 

また、効率的な森林整備（間伐）を行うための基盤整備として、搬出間伐

と一体的な路網整備を計画的に実施してまいります。 

さらに、ふくしま森林再生事業の実施や公社造林地の事業実施箇所として

の市町村への提供など、率先した森林再生への取組を積極的に行ってまいり

ます。 

また、公社は一団のまとまった造林地の管理を行っていることから、森林

経営管理制度の実施の中心となる市町村と連携し、技術支援等を行い地域と

一体となって森林整備を進めてまいります。 
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(2) 森林の状況に応じた適切な管理等 

令和９年度からは 60 年生時の間伐の時期が到来する等、事業量が増加し

てくることから、長伐期・非皆伐施業の具現化に向け必要な施業に着手する

とともに、プランニングマップや現地調査等を踏まえ、優先順位を付けて適

切な管理を計画的に推進してまいります。  

また、生育の良好でない契約地については、不成績林等の基準や管理につ

いての検討結果等に基づき林況や立地条件の調査を行い、周辺森林との共同

施業などの可能性も検討しつつ、今後の管理について土地所有者と協議し、

必要に応じて解除等の措置を行うなど、効率的な管理に努めます。 

   ※ プランニングマップとは、森林整備の優先順位付けに活用するため、航

空レーザー計測データを搭載した公社造林 GIS上で、地形や路網整備の状

況等により木材生産の難易度別に色分け表示できるようにしたもの。 

 
 ◇ 森林整備に係る事業量  

 

 
区  分 内   容 現況値 Ｒ10 目標値 

 

保育等(ha) 
１年間に除伐、間伐等の森林施業を

実施する面積 

560 

(430) 
500 

 

作業路等(m) 
１年間に整備する作業路等の延長

距離 

 25,000 

(19,918) 
25,000 

     ※ 現況値欄上段の裸数値は第２次プラン最終年度の目標値を、下段の( )書き数値は

令和元年度～令和 4 年度実績の 4 カ年平均値を示す。 

※ 作業路等の（ ）内の数値は公社実施分のみ。市町村実施分 5,587m を含めると

25,505m となる。 
 

 ２ 木材の生産と収入確保に係る重点的な取組 

【木材販売収入 約３．０億円の増】 

(1) 木材生産コスト低減のための路網整備等 

間伐対象林内の目標路網密度を定めた林業経営改善計画（５か年計画）に

基づき、補助金を効果的に活用しながら、引き続き森林整備と一体的に効率

的な搬出ができるよう路網整備を推進してまいります。また、市町村と連携

し林業専用道との調整を行うことなどにより効果的な路網整備を推進しま

す。 

さらに、木材生産コスト低減を図るため、林況等を踏まえながら可能な場

合は列状間伐などの施業技術導入を進めます。また、関係事業体等を対象と

した技術研修会を開催します。 
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 ◇ 森林整備に係る事業量（再掲）  

 

 
区  分 内   容 現況値 Ｒ10 目標値 

 

作業路等(m) 
１年間に整備する作業路等の延長

距離 

25,000 

(19,918)  
25,000 

※ 現況値欄上段の裸数値は第２次プラン最終年度の目標値を、下段の( )書き数は令

和元年度～令和 4 年度実績の 4 カ年平均値を示す。 

※ 作業路等の（ ）内の数値は公社実施分のみ。市町村実施分 5,587m を含めると

25,505m となる。 

 

(2) 需要動向に対応するための体制整備 

木材の販売については、山土場での木材販売、木材市場への出材、単価契

約による販売など、より有利な販売方法を選択し、実施してまいります。 

また、木材需要動向に関して林業関係団体等と定期的に情報交換を行いな

がら、木材需要情報を把握し、公社造林地のスケールメリットを活かし大口

の需要先（製材工場、合板・集成材工場等）へ直接搬入するなど、市場のニ

ーズに的確に対応する新たな販売対策について検討し、可能なものから実施

してまいります。 

さらに、今後契約地が主伐期に近づくことを踏まえ、航空レーザー計測デ

ータや地上レーザー計測機器など ICT 技術の活用により資源情報の精度向

上を図るなど、安定的な供給に向けた長期的な体制整備の検討を進めてまい

ります。 

そのほか、林業事業体等を対象とした需要動向を踏まえた採材技術につい

ての研修会の開催など、林業関係団体等と連携して需要動向に対応するため

の取組を推進してまいります。 

また、林地残材等のうちバイオマス発電等に需要が期待できるものについ

ては、採算性に十分考慮して可能な限り販売を行ってまいります。 

 
◇ 木材販売収入   

（単位：千円） 

 
区  分 内   容 現況値 Ｒ10 目標値 

 

収入見込額 木材販売収入額 
35,000 

(51,891)  
68,000  

※ 現況値欄上段の裸数値は第２次プラン最終年度の目標値を、下段の( )書き数は令

和元年度～令和 4 年度実績の 4 カ年平均値を示す。 

※ 収入見込額の（ ）内の数値は公社実施分のみ。市町村実施分 9,766 千円を含めると

61,657 千円となる。 
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 ３ 財務状況の改善に係る重点的な取組【経費縮減効果 約１．６億円の減】 

(1) 組織の見直しと職員の適正配置 

公社の組織人員体制（令和 5年度現在：本社・１事業所体制）については、

今後の業務執行状況等を勘案し、限られた人材を適正に配置し、専門的知識・

技術を有する職員を育成・確保しながら、効率的な業務運営に努めます。 

また、公社事業の円滑な運営のため、今後の業務量に応じた職員の確保策

について引き続き検討してまいります。 

 

(2) 管理費等運営経費の縮減 

引き続き、人件費の節減に努めるとともに、管理経費節減の検討を行いま

す。 

また、森林整備事業の発注に当たっては、コスト縮減のため引き続き、近

接する団地の合併発注や発注方法の工夫等により諸経費の削減を図ります。 

 

 
◇ 管理経費所要額  

（単位：千円） 

 
区  分 内   容 現況値 Ｒ10 目標値 

 

物件費所要額 

物件費（旅費交通費、需用

費、通信運搬費、会議費及び

什器備品費の合計額） 

6,399 

(5,568)  
5,500 

      ※ 現況値欄上段の裸数値は第２次プラン最終年度の目標値を、下段の( )書き数は令

和元年度～令和 4 年度実績の 4 カ年平均値を示す。 

※ 現況値を維持することを目標とする。 

※ 分収林施業転換推進事業（分収林契約適正化事業）に要する経費を除く。 

 

(3) 自己財源の確保 

森林経営管理制度における市町村の取組状況を注視しながら、公社造林地

と一体的な整備が図られる人工林の管理・施業の受託、技術支援等について

検討を行うほか、森林整備による CO2 吸収量を販売する「Ｊ-クレジット制

度」の導入に向け取り組んでまいります。 

 

(4) 効果的な補助事業等の積極的な導入 

造林補助事業等の積極的な導入を図ることとし、引き続き、原則として非

補助による事業は実施しないこととします。 

また、日本政策金融公庫からの借入金については、無利子の森林整備活性

化資金の積極的な活用を図ってまいります。 
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 ４ 土地所有者の協力による分収割合の見直し 

            【分収割合契約変更 ２，１７４件(R11.3末累計)】 

分収割合の見直しについては、全契約件数に対する変更契約済割合が令和４

年度末で 70.0％となっているが、変更契約未了のものは、これまで長期に渡り

協議を行っても同意を得られず、その中には、土地所有者が所在不明であった

り、強固に拒否し交渉自体を行うことができない土地所有者なども含まれてい

る。 

そのため、今後の取組においては、交渉が可能で、同意を得られる可能性が

あるものなどを選定し優先的に取り組むこととします。 

具体的には、地位級・地利級による造林地の施業団地区分の総合評価が高い

造林地のうち、土地所有者が所在不明（共有地における一部土地所有者の所在

不明を含む。）であるもの、交渉を拒否しているもの、不成績林など契約解除の

検討が想定されるもの、契約期間満了が近く主伐に向けた協議を開始するもの

などを除いた契約を対象とし、重点的に協議を進めてまいります。 

また、上記の対象外となるものについては、順次、契約解除等に向けた取組

を行ってまいります。 

なお、協議にあたっては、引き続き、県や社員市町村との連携や地元の現状

を把握している協力団体の活用など効果的な推進方策を実施するとともに、土

地所有者に対する森林の状況や施業についての丁寧な説明を基本とし、信頼関

係を築きながら、契約変更に粘り強く取り組んでまいります。 

 

 ◇ 分収割合契約変更件数  （単位：件） 

 
区  分 内   容 現況値 Ｒ10 目標値 

 市町村有林 土地所有者の協力を得て分

収割合の契約変更を推進す

る 

 50 件 50 件 

 
個人・共有林等 2,022 件 2,124 件 

 
計 

 
2,072 件 2,174 件 

※ 現況値は、令和 5 年 3 月末現在。 

※ 地位級・地利級による施業団地区分の総合評価が高いもののうち、交渉可能な契約 99

件を対象とする。 

※ 地位級：成長度合いに応じて、実施する施業を５段階に区分したもの。 

※ 地理級：木材搬出路の整備状況に応じて、３段階に区分したもの。 

※ 施業団地区分の評価：地位級・地利級を組み合わせ総合的に３段階で評価したもの。 

   【参考】契約件数全体に対する割合 

               （全体件数） （R10目標達成時） 

▶市町村有林  ・・・   50      50（100.0%） 

▶個人・共有林等・・・  2,910       2,124（ 73.0%） 

▶  計    ・・・  2,960       2,174（ 73.4%） 
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 ５ 公庫借入金の繰上償還による利子負担の軽減 

【経費縮減効果 約１．５億円の減】 

「４ 土地所有者の協力による分収割合の見直し」において、優先的に協議

を行う対象とならなかったもののうち、不成績林等については、土地所有者と

契約解除に向けた協議を進め、日本政策金融公庫の借入金を繰上償還すること

により、将来の利子負担を軽減する。 

 

  ◇ 日本政策金融公庫借入金の繰上償還  
（単位：千円） 

 
区  分 内   容 現況値 Ｒ10 目標値 

 

公庫資金繰上償還

額 

日本政策金融公庫資金の繰

上償還を行う。 

30,000 

（7,205） 
30,000 

※ 現況値欄上段の裸数値は第２次プラン最終年度の目標値を、下段の( )書き数は令

和元年度～令和 4 年度実績の 4 カ年平均値を示す。 

 

６ 国、県等の協力、支援による安定的経営の確保 

木材価格の長期低迷などにより、現在の立木価格では抜本的な経営改善を実

行してもなお多額の長期借入金残高が見込まれることから、公社自らの改善策

を着実に実施し、土地所有者の協力による改善策を促進していくとともに、あ

わせて今後とも、国、県等に対して、無利子資金の継続貸付や森林整備事業資

金の補助などについて協力、支援を要請し、公社の将来にわたる安定的な経営

の確保に取り組んでまいります。 
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（参考） 
   

経営改善計画による改善効果試算の概要 

 緑の森づくり新生プラン（第 1 次、第２次及び第３次）における経営改革による収支改善効果

試算額については次のとおりです。 

区  分 取 組 内 容 改善効果 

効率的な森林整備 

【H２６～R10】 

森林整備の重点化、有利な補助事業

の活用による自己資金削減 

      （１０．１億円） 

５５．４億円（２１．９億円） 

      （２３．４億円） 

木材販売対策 

【H２６～R10】 
木材販売対策の推進 

      （１．６億円） 

７．０億円（２．４億円） 

      （３．０億円） 

財務活動改善 

  【H２６～R10】 
組織体制の見直し、管理費等節減 

      （２．１億円） 

５．５億円（１．８億円） 

      （１．６億円） 

土地所有者の協力

による改善 

【H１８～R70】 

 

分収契約（割合）の見直し 

（覚書の発効効果） 

 

※公社６０：４０土地所有者 

→公社８０：２０土地所有者 

    （ただし、市町村有地は 

〔公社９０：１０市町村〕) 

※令和６年度以降は、優先的に交渉す

る契約（９９件）のみを対象  

３７．５億円 

（うち市町村有地分６．０億円

については発効済み） 

 

※プラン期間ごとの効果では

なく、最終的な契約期間満了

時の効果。  

繰上償還による利

子負担軽減 

日本政策金融公庫の借入金繰上償還

による将来の利子負担の軽減 

（R5 までの借入金） 

１． ５億円 

※R6～R45 の繰上償還による

効果 

※ 効率的な森林整備、木材販売対策、財務活動改善の改善効果額については、基準値（平成 22 年

度から平成 24 年度までの３カ年平均実績値）との比較により推計。 

※ 「改善効果」欄の（ ）は、上段：第１次、中段：第２次、下段：第３次の試算額で、内数。  
 


